
 
世田谷区の例 

 

『まいぷれいす』 

・生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習支援、生活支援、

相談支援機能を兼ね備えた拠点事業。 

・国の「児童育成支援拠点事業」に該当するとしているが、予算は東京都子供の居場

所創設事業補助金と生活困窮支援補助金を使っている。 

・子どもの貧困対策の推進に加え、児童相談所を設置する基礎的自治体におけるセー

フティネットの強化として、二次予防から三次予防の機能を担うとされている。 
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